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お知らせ１月

柳
井
地
域
合
同
就
職
面
接
会

を
開
催
し
ま
す

　

参
加
企
業
の
採
用
担
当
者
と
個

別
ブ
ー
ス
で
面
談
し
ま
す
。（
無

料
・
申
込
不
要
）

■
日
時

　

２
月
９
日
㈫

【
午
前
の
部
】

　

午
前
10
時
30
分
～
午
後
０
時
30
分

　
（
受
付
は
午
前
９
時
30
分
か
ら
）

【
午
後
の
部
）

　

午
後
２
時
30
分
～
４
時
30
分

　
（
受
付
は
午
後
１
時
30
分
か
ら
）

※�

厚
生
労
働
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

基
づ
き
感
染
症
対
策
を
行
い
ま

す
。
ご
来
場
の
際
は
、「
マ
ス
ク

着
用
」
お
よ
び
「
検
温
」
へ
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

発
熱
等
の
症
状
が
あ
る
場
合

は
、
入
場
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

■
場
所

　

柳
井
ク
ル
ー
ズ
ホ
テ
ル

■
対
象
者

　

一
般
求
職
者
お
よ
び
既
卒
者

■
問
い
合
わ
せ

　

柳
井
地
区
広
域
行
政
連
絡
協
議
会

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
２
１
１
１

（
内
線
３
６
９
）

手
話
体
験
教
室

　

手
話
に
興
味
が
あ
る
方
、
聴
覚

障
害
に
対
す
る
理
解
を
深
め
た
い

方
、
ま
ず
は
こ
の
教
室
で
手
話
を

体
験
し
て
、
手
話
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
ん
で
み
ま
せ

ん
か
？

■
日
時
（
全
２
回
講
座
）

①
２
月
13
日
㈯

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

②
２
月
20
日
㈯

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分　

　

原
則
①
②
の
連
続
講
座
で
す

が
、
ど
ち
ら
か
の
み
の
受
講
も
可

能
で
す
。

※�

受
講
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
感

染
症
予
防
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。　

■
場
所

　

柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

■
内
容

　

簡
単
な
あ
い
さ
つ
、
日
常
会
話

等
を
手
話
通
訳
者
と
ろ
う
者
の
先

生
か
ら
楽
し
く
学
べ
ま
す
。

■
受
講
料　

無
料　

■
申
込
期
限　

１
月
29
日
㈮

■
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

　

福
祉
課�

民
生
福
祉
班

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

島
ス
ク
エ
ア
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
講
座
の
ま
と
め
）
の
ご
案
内

　

地
域
資
源
を
活
用
し
た
人
材
育

成
を
通
し
て
地
域
活
性
化
を
目
指

す
「
島
ス
ク
エ
ア
」
も
、
13
年
目

と
な
る
今
年
度
で
一
区
切
り
つ
け

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
講
座
の
ま
と

め
と
こ
れ
か
ら
の
地
域
を
考
え
る

方
々
の
交
流
の
場
と
し
て
フ
ォ
ー

ラ
ム
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
新
た
な
地
域
活
性

化
の
ス
テ
ー
ジ
へ
つ
な
げ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。（
参
加
無
料
）

■
日
時

　

２
月
14
日
㈰

○
午
前
10
時
～
４
時

　

起
業
相
談
会

○
午
後
１
時
～
４
時

　

島
ス
ク
エ
ア
事
業
報
告
、
受
講
生

事
業
プ
ラ
ン
発
表
、
講
演
、
座
談
会

■
会
場

　

大
島
文
化
セ
ン
タ
ー

■
問
い
合
わ
せ

　

島
ス
ク
エ
ア
起
業
教
育
研
究
セ

ン
タ
ー

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
４
８
７
７

催
　
　
し

★
催
し
や
各
種
行
事
に
つ
い
て

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
に
よ
っ
て
は
、
中
止
や
延
期
の

可
能
性
も
あ
り
ま
す

戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十一回特別弔慰金が支給されます

■支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月１日
（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦
傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受け
る方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、次の
順番で順位が先になるご遺族お一人に支給されます。
⑴�令和２年４月１日までに援護法による弔慰金の
受給権を取得した方
⑵戦没者等の子
⑶�戦没者等と生計関係を有していた①父母②孫③
祖父母④兄弟姉妹（戦没者等と生計関係を有し

ていなかった人、当該遺族以外の者の養子と
なっている人、令和 2年 4月 1日時点で婚姻に
より姓が変わっている人等を除く）
⑷�⑶の条件を満たさない①父母②孫③祖父母④兄
弟姉妹
⑸�戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計
関係を有していた人

■支給内容
　額面 25万円（５年償還の記名国債）
■請求期限 
　令和５年３月 31日

　特別弔慰金は先の大戦で公務等のため国に殉じた元の軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、
国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。

問福祉課 民生福祉班
　☎ 0820（77）5505


